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て (市立工業高等学校)

教育委員会告示

⑨金沢市教育委員会告示第 6号

(毎月 3回 1日 11日 21日発行)

金沢市立工業高等学校学則(昭和33年教育委員会告示第2号)の一部を次のように改正する。
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|に 1総合的な学習の時間lを2 3 5 

2 a 2 a 0， 4 

11総合的な探究の時間lに改め別表第2項の表中 11総合的な学習の時間lを

11総合的な探究の時間lに改め、別表第3項の表中
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3 2 7 |に、|総合的な学習の時間 |を

11総合的な探究の時間lに改め別表第4項の表中 11総合的な学習の時間lを

11総合的な探究の時間lに改め別表第5項の表中
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11製図 2 2 4 

|製図 2 a 2 2， 4 

2 a 2 a 3， 7 |を

3 2 a 6， 8 |に、|総合的な学習の時間 |を

|総合的な探究の時間 |に改める。
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I Iを l l 

改正後の別表第 1項の表(11総合的な学習の時間 IJ を 11総合的な探究の時間 IJ に改める部分

に限る。)、別表第 2項の表、別表第 3項の表(11総合的な学習の時間lを

11総合的な探究の時間lに改める部分に限る。)、別表第4項の表及び別表第5項の表
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( I[総合的な学習 の 時 間 [jを I[総合 的な探究の時間lに改める部分に限る。)の規定は平成31年

4月 1日以後に入学した生徒に係る教育課程について別表第 1項の表(I[総合 的な 学習の時 間 [jを

I[総合的な探究の時間lに改める部分を除く。)別表第3項の表(I[総合的な 学習の時間 [jを

I[総合的な探究の時間lに改める部分を除く。)及び別表第5項の表(I[総 合 的 な 学習の時 間 [j

を I[総合的な探究の時間lに改める部分を除く。)の規定は令和 2年4月 1日以後に入学した生徒に係る

教育課程について適用する。
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